
管理不全空家等への対応について 

 
１ 現在の対応 
（１）管理不全空家等 
 ・空家条例や規則に規定する「管理不全空家等」に該当するか判断の上、認定

している。 
・認定後、空家条例や規則に基づき、「助言又は指導」、「勧告」を行っている。 
・勧告しても、固定資産税の住宅用地特例は解除されない。 

 
（２）特定空家等 
 ・「特定空家等」は、空家法に規定されている。 

国のガイドラインに準拠して市が定めた「久喜市特定空家等判定方法マニ 
ュアル」により調査を実施している。 
空家等対策庁内会議及び空家等対策協議会で協議の上、認定している。 

 ・認定後、空家法に基づき、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」を行っている。 
 ・勧告した場合に固定資産税の住宅用地特例が解除される。 

 
 
２ 法改正後の対応 

・「管理不全空家等」は空家法に規定された。 

・判定については、「久喜市特定空家等マニュアル」により実施する。 

 ・該当件数が多く、迅速な対応が求められるため、認定にあたり、庁内会議や

協議会には、報告事項とする。 

 ・認定後、空家法に基づき、「助言」、「指導」、「勧告」を実施する。 

 ・勧告した場合に固定資産税の住宅用地特例が解除される。 
 

空家法 抜粋 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりその

まま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある

と認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家

等」という。)の所有者等に対し、・・・・・必要な措置をとるよう指導をす

ることができる。 
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３ 管理不全空家等の認定について 

・特定空家等判定方法マニュアルを用い、各項目に該当するか調査する。 

（図－１、破線部①） 

・調査項目に該当する場合には、周辺に対する影響を踏まえながら、総合的に

判断し、「管理不全空家等」と認定する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定空家等の認定 

・該当する調査項目について、 

周辺の影響と危険の切迫性 

を確認する。 

（図―１、破線部②） 

 

さらに、庁内会議や協議会 

で協議し、保安上危険など、 

総合的な判断を行い、特定 

空家等と認定する。 

（図―２） 

 

 

 

 

 

 

① ② 図－１ 
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